
 

 

11 月に「過重労働解消キャンペーン」を実施します！ 
～ 11 月４日（木）にベストプラクティス企業への局長訪問を行います ～ 

 

厚生労働省では、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすた

めに「過重労働解消キャンペーン」や「過労死等防止対策推進シンポジウム」などの取

組を行っています。 

キャンペーン期間中は、長時間労働の削減や賃金不払残業の解消などに向けた重点

的な監督指導や、全国一斉の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」を行います。  

また、シンポジウムは、過労死等防止対策の重要性について国民の関心と理解を深め

ていただくことを目的として開催しています。 

和歌山労働局（局長 池田
い け だ

 真澄
ま す み

）では、労働局長から使用者団体等に対し、「長時

間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請」を行うとともに、

労働局長が「ベストプラクティス企業」を訪問し、長時間労働削減など「働き方改革」

に向けた取組を視察することとしています。 
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１ 過重労働相談受付集中週間  

10 月 31 日（日）から 11 月６日（土）を「過重労働相談受付集中週間」とし、労働基

準監督署等において、労働相談と労働基準法関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的

に受付します。また、11月６日（土）を、特別労働相談受付日とし、フリーダイヤルによる

全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」を実施します。 

[フリーダイヤル] ０１２０
フリーダイヤル

－７９４
なくしましょう

－７１３
長 い 残 業

 

[実施日時]    11 月６日（土）９時 00 分～17 時 00分 

 

２ ベストプラクティス企業への局長訪問   11月４日（木）14時00分～ 

労働局長が長時間労働削減など「働き方改革」に向けた積極的な取組を行っている企業

（ベストプラクティス企業）を訪問し、取組事例を報道等により地域に紹介します。 

 

訪問企業 オカジ紙業株式会社 和歌山工場 

 （和歌山市西浜760－６） 

内   容  設備更新による生産性向上、製造工程 

の管理による時間外労働の削減、年次

有給休暇の取得促進などの取組に関す

る経営者との意見交換・社内視察 

 

※訪問当日の取材につきましては、和歌山労働局監督課（073‐488‐1150）までご連絡ください。 
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【過重労働解消キャンペーンの詳細】 
 

１ キャンペーン期間 

    

令和３年11月１日（月）から11月30日（火） 

 

２ 実施事項 

  （１）重点監督を実施します 

長時間にわたる過重な労働による過労死等に関して労災請求が行われた事業場や

若者の「使い捨て」が疑われる企業などへ重点的な監督指導を行います。 

 

（２）労働局長がベストプラクティス企業を訪問します 

労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラク

ティス企業」を訪問し、取組事例を報道等により地域に紹介します。 

 

訪問企業  オカジ紙業株式会社 和歌山工場 

和歌山市西浜760‐６ ☎ 073－428－4111 

訪問日時   11月４日（木） 14時00分～ 

 

（３）過労死等防止対策推進シンポジウムを開催します 

過労死等防止対策推進全国センター、全国過労死を考える家族の会、過労死弁

護団全国連絡会議と連携して、「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催し

ます。 

日  時  12月２日（木） 13時30分～16時00分 

場  所  和歌山ビッグ愛 展示ホール(和歌山市手平2丁目1-2) 

 

（４）労使の主体的な取組を促します 

労使等関係９団体※に協力要請（要請内容は別紙のとおり）を行い、長時間労働

削減・年次有給休暇取得促進を始めとする「働き方改革」に向けた取組に加え、大

企業・親事業場者による下請事業者に対する「しわ寄せ」の防止についての取組を、

当該団体を通じて県内に周知啓発するほか、説明会・事業場への指導の場などを利

用して関係者に対して促します。 

※ 協力要請団体：和歌山県経営者協会、和歌山県商工会議所連合会、和歌山県商工会連合会、 

和歌山県中小企業団体中央会、和歌山経済同友会、 

日本労働組合総連合会和歌山県連合会（連合和歌山） 

和歌山県労働基準協会、和歌山県トラック協会、和歌山県社会保険労務士会 

 

（５）電話相談等を実施します 

10月 31日（日）から 11月６日（土）を「過重労働相談受付集中週間」とし、労働

基準監督署等において、労働相談と労働基準法関係法令違反が疑われる事業場の情報

を積極的に受付します。 

また、11月６日（土）を、特別労働相談受付日とし、フリーダイヤルによる全国一

斉の「過重労働解消相談ダイヤル」を実施し、都道府県労働局の担当官が、相談に対

応します。 

[フリーダイヤル] ０１２０
フリーダイヤル

－７９４
なくしましょう

－７１３
長 い 残 業

 

[実施日時]    11 月６日（土）９時 00 分～17 時 00分 



 

 

「過重労働解消相談ダイヤル」以外にも、常時相談や情報提供を受け付けています。 

ア 都道府県労働局または労働基準監督署 

（開庁時間 平日８時 30分～17時 15分） 

・和 歌 山 労 働 局  総合労働相談コーナー  ０７３－４８８－１０２０ 

・和歌山労働基準監督署（総合労働相談コーナー）０７３－４０７－２２０３ 

・御 坊労働基準監督署（総合労働相談コーナー）０７３８－２２－３５７１ 

・橋 本労働基準監督署（総合労働相談コーナー）０７３６－３２－１１９０ 

・田 辺労働基準監督署（総合労働相談コーナー）０７３９－２２－４６９４ 

・新 宮労働基準監督署（総合労働相談コーナー）０７３５－２２－５２９５ 

 

イ 労働条件相談ほっとライン（委託事業） 

平日夜間・土日に、労働条件に関して、無料で相談を受け付けています。 

日本語に加え英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語など 13言語に対応して

います。 

[フリーダイヤル]０１２０
フリーダイヤル

－８１１
は い ！

－６１０
ろ う ど う

 

[相談受付時間]  月 ～ 金  17時 00分～22時 00分 

土日・祝日  ９時 00分～21時 00分 

[URL] https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/ 

 

ウ 労働基準関係情報メール窓口 

労働基準法等の問題がある事業場に関する情報をメールで受け付けています。 

[URL]https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/rou

doukijun/mail_madoguchi.html 

 

（６）過重労働解消のためのセミナーを開催します 

企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10 月から

12月を中心に、会場又はオンライン開催により「過重労働解消のためのセミナー」(委

託事業)を開催します。(詳細は下記ＨＰから確認ください。) 

[URL]https://kajyu-kaisyou-lec.com/index.html 
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html
https://kajyu-kaisyou-lec.com/index.html


 

 令和３年 11月 

 

 

 

使用者団体の長 殿 

 

 

 

 長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた 

取組に関する要請書 

 

長時間労働の削減や賃金不払残業の解消、年次有給休暇の取得促進のた

めには、単に法令を遵守するだけではなく、人員の増員や業務量の見直し、

マネジメントの在り方及び企業文化や職場風土等を見直していくことが

必要であり、これまでの働き方を改め、仕事と生活の調和（ワーク・ライ

フ・バランス）のとれた働き方ができる職場環境づくりを進める必要があ

ります。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえた働き方も求

められているところです。 

また、過労死等防止対策推進法（平成 26年法律第 100号）において 11

月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等防止のための集中的な啓

発を行うこととされています。 

このようなことから、厚生労働省において、長時間労働の削減を始めと

する働き方の見直しに向けた取組を推進するため、昨年に引き続き、10月

を「年次有給休暇取得促進期間」、11月を「過重労働解消キャンペーン」

期間と定め、集中的な周知啓発等を行うこととしています。 

 

働き方の見直しに向けた取組を進めるためには、長時間労働を前提とし

た労働慣行を改めるとともに、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成

するための取組等を積極的に行っていただくことが重要です。 

具体的には、経営トップによるメッセージの発信や、勤務間インターバ

ル制度、フレックスタイム制、テレワーク、年次有給休暇の計画的付与制

度、時間単位の年次有給休暇制度などの導入、ノー残業デーの設定、年次



 

有給休暇の取得による連休の実現（プラスワン休暇）等が考えられますが、

各々の企業の実情に応じた取組を着実に行っていただくことが大切です。 

 

貴団体におかれましては、これまでも、働き方改革に関する周知啓発に

格別の御協力を賜ってきたところですが、改めてこの取組の趣旨を御理解

いただき、傘下団体・企業等に対する周知啓発に向けて御協力をいただき

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

その際、自社の働き方改革等により、下請等中小事業者に適正なコスト

負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの「しわ寄せ」を

生じさせることのないよう取引上必要な配慮を賜りますよう、併せてお願

い申し上げます。 

 

平成 31年４月１日からは、働き方改革を推進するための関係法律の整

備に関する法律（平成 30年法律第 71号）による改正後の労働基準法（昭

和 22年法律第 49号）において、時間外労働の上限規制が罰則付きで規定

され、さらに、令和２年４月１日からは時間外労働の上限規制が中小企業

にも適用されております。 

このため、和歌山労働局においては、 

①  長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた監督指導や支

援の着実な実施 

② 休暇の取得促進を始めとした「働き方の見直し」に向けた企業への働

きかけの強化 

を２つの柱として取り組んでいるところです。 

今後とも、長時間労働削減を始めとする働き方の見直しへ向け、御協力

をお願い申し上げます。 

 

和歌山労働局長     

       



 

 令和３年 11月 

 

 

 

労働者団体の長 殿 

 

 

 

 長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた 

取組に関する要請書 

 

長時間労働の削減や賃金不払残業の解消、年次有給休暇の取得促進のた

めには、単に法令を遵守するだけではなく、人員の増員や業務量の見直し、

マネジメントの在り方及び企業文化や職場風土等を見直していくことが

必要であり、これまでの働き方を改め、仕事と生活の調和（ワーク・ライ

フ・バランス）のとれた働き方ができる職場環境づくりを進める必要があ

ります。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえた働き方も求

められているところです。 

また、過労死等防止対策推進法（平成 26年法律第 100号）において 11

月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等防止のための集中的な啓

発を行うこととされています。 

このようなことから、厚生労働省において、長時間労働の削減を始めと

する働き方の見直しに向けた取組を推進するため、昨年に引き続き、10月

を「年次有給休暇取得促進期間」、11月を「過重労働解消キャンペーン」

期間と定め、集中的な周知啓発等を行うこととしています。 

 

働き方の見直しに向けた取組を進めるためには、長時間労働を前提とし

た労働慣行を改めるとともに、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成

するための取組等を積極的に行っていただくことが重要です。 

具体的には、経営トップによるメッセージの発信や、勤務間インターバ

ル制度、フレックスタイム制、テレワーク、年次有給休暇の計画的付与制

度、時間単位の年次有給休暇制度などの導入、ノー残業デーの設定、年次



 

有給休暇の取得による連休の実現（プラスワン休暇）等が考えられますが、

各々の企業の実情に応じた取組を着実に行っていただくことが大切です。 

 

貴団体におかれましては、これまでも、働き方改革に関する周知啓発に

格別の御協力を賜ってきたところですが、改めてこの取組の趣旨を御理解

いただき、各企業の労使間での協議等を通じて「働き方の見直し」が進む

よう、御協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。 

その際、大企業・親事業者の働き方改革等が、適正なコスト負担を伴わ

ないまま、下請等中小事業者に短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの

「しわ寄せ」を生じさせることのないよう、労働組合の立場からも御理解、

御協力のほど、併せてお願いいたします。 

 

平成 31年４月１日からは、働き方改革を推進するための関係法律の整

備に関する法律（平成 30年法律第 71号）による改正後の労働基準法（昭

和 22年法律第 49号）において、時間外労働の上限規制が罰則付きで規定

され、さらに、令和２年４月１日からは時間外労働の上限規制が中小企業

にも適用されております。 

このため、和歌山労働局においては、 

①  長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた監督指導や支

援の着実な実施 

② 休暇の取得促進を始めとした「働き方の見直し」に向けた企業への働

きかけの強化 

を２つの柱として取り組んでいるところです。 

今後とも、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しへ向け、御協

力をお願い申し上げます。 

 

和歌山労働局長     

   

 















このパンフレットには、他の事業主との取引において、長時間労働につなが
る短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないように配慮する必要
があること（労働時間等設定改善法）や、下請中小企業振興法に基づく「振
興基準」、下請代金支払遅延等防止法等に違反のおそれのある不当な行
為の事例集（いわゆる「べからず集」）等をまとめています。

大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に
対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」
を生じさせている場合があります。

適正なコスト負担を伴わない
短納期発注などはやめましょう。
大企業と下請等中小事業者は共存共栄！

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

しわ寄せ防止
特設サイト

その発注…。
どこかの職場で「しわ寄せ」を
生んでいませんか？

その発注…。
どこかの職場で「しわ寄せ」を
生んでいませんか？
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発注者 受注者

発注者 受注者

発注者 受注者

買いたたき01

減額02

悪いけど、

発注した製品について、

代金は変えずに納期を

早めてもらいたい。

短納期対応のために

休日出勤等、追加で

費用が発生してしまうよ。

もらった製造原価計算

資料等を分析すると、

利益率が高いようだから、

値下げに応じられるはず。

自分たちの

努力で

業務を効率化

したのに…

予算が

足りないから、

いつもと同じ代金で

よろしく。

「特急料金」に基づく

対応をしたのに

いつもと同じ代金だなんて。

事例① 短納期発注による買いたたき

発注者は、短納期発注を行い、受注者は休日対応することを余儀なくされ、人件費等のコストが

大幅に増加したにもかかわらず、通常の単価と同一の単価を一方的に定めた。

事例② 業務効率化の果実の摘み取り

発注者は、受注者から社外秘である製造原価計算資料、労務管理関係資料等を提出させ、資料を分析し、

「利益率が高いので値下げに応じられるはず」などと主張し、著しく低い取引対価を一方的に定めた。

事例③ 付加価値の不払

発注者は、書面において短納期発注については「特急料金」を定めていたところ、受注者に対して

短納期発注を行ったにもかかわらず、「予算が足りない」などの理由により、特急料金を支払うことなく、 

通常の代金しか支払わなかった。

「働き方改革」を阻害する不当な行為を

しないよう気を付けましょう！！

（下請法第４条第１項第５号・独占禁止法第２条第９項第５号ハ）

（下請法第４条第１項第３号・独占禁止法第２条第９項第５号ハ）

以下の行為は、下請法や独占禁止法で定める禁止行為に該当する可能性があります。
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発注者 受注者

発注者 受注者

発注者 受注者

不当な給付内容の変更・やり直し03

受領拒否04

不当な経済上の利益提供要請05

今日の配送は

取りやめになった。

3 台のトラックの

待機が無駄になったのに

その費用を

払わないなんて…

納期に

間に合わなかったので、

商品は受け取れません。

よろしく。

納期を短く変更し、

従業員の長時間労働により

納品したのに

身勝手すぎる。

商品発注のために

必要なデータを

当社システムに

入力してくれないかな？

自分たちが

休むためではないか。

しかも

無償だなんて…

事例④ 直前キャンセル

発注者は、受注者に対して運送業務を委託しているところ、特定の荷主の荷物を集荷するために、

毎週特定の曜日に受注者のトラックを数台待機させることを契約で定めていた。当日になって

「今日の配送は取りやめになった」と一方的にキャンセルし、その分の対価を支払わなかった。

事例⑤ 短納期発注による受領拒否

発注者は、発注後、一方的に納期を短く変更し、受注者は従業員による長時間勤務によって対応したが、

その納期までに納入が間に合わず、納入遅れを理由に商品の受領を拒否した。

事例⑥ 働き方改革に向けた取組のしわ寄せ

発注者は、商品の発注に関するデータの自社システムへの入力業務を発注者自ら行うべきであるにも

かかわらず、受注者に対して無償で行わせた。

（下請法第４条第２項第４号・独占禁止法第２条第９項第５号ハ）

（下請法第４条第１項第１号・独占禁止法第２条第９項第５号ハ）

（下請法第４条第２項第３号・独占禁止法第２条第９項第５号ロ）
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○　「働き方改革」と「取引適正化」は車の両輪であり、大企業・親事業者（以下「大企業等」という。）
　の働き方改革による下請等中小事業者への「しわ寄せ」の防止は、大企業等と下請等中小事業
　者の双方が成長と分配の好循環を実現する上で共通の課題
○　このため、厚生労働省・中小企業庁・公正取引委員会が緊密な連携を図り、「大企業・親事業
　者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への『しわ寄せ』防止のための総合対策」を策定
　（令和元年６月26日）

「しわ寄せ」防止特設サイトから、本パンフレット
に掲載している下請振興法に基づく「振興基準」
のリーフレット等のほか、公正取引委員会及び
中小企業庁が下請法違反に対して指導等を
行った事例のリーフレットや、11月の「しわ
寄せ」防止キャンペーン月間のリーフレット、
「しわ寄せ」防止のロゴマーク等をダウン
ロードできます。

① 関係法令等の周知徹底
　・労働施策総合推進法第10条の３に基づく協議会等（地方版政労使会議を含む。）における課
　 題の共有と地域での取組の推進
　・都道府県労働局（以下「労働局」という。）・労働基準監督署（以下「労基署」という。）・働き方改  
　 革推進支援センターが、あらゆる機会を通じて、労働時間等設定改善法に加え、下請中小企業
　 振興法に基づく「振興基準」等についてもリーフレット等を活用して周知
　・「しわ寄せ」防止キャンペーン月間の設定による経営トップセミナーの開催等の集中的・効果的な取組
　
② 労働局・労基署等の窓口等における「しわ寄せ」情報の提供
　・下請等中小事業者から、大企業等の働き方改革による「しわ寄せ」に関する相談が寄せられた
　 場合等には、相談情報を地方経済産業局に情報提供

③ 労働局での「しわ寄せ」防止に向けた要請等の実施と労基署での通報制度の的確な運用
　・労働局において、管内の大企業等に対し、「しわ寄せ」防止に向けた要請等を実施
　・下請事業者に対する監督指導において、労働基準関係法令違反が認められ、背景に親事業者 
　 による下請法等違反行為の存在が疑われる場合には、公正取引委員会・中小企業庁に通報す 
　 る制度を厳格に運用

④ 公正取引委員会・中小企業庁による指導等及び不当な行為事例の周知・広報
　・大企業等の働き方改革に伴う下請等中小事業者へのコスト負担を伴わない短納期発注等の下請法
　 等違反の「しわ寄せ」については、公正取引委員会・中小企業庁が、下請法等に基づき、厳正に対応
　・実際に指導等を行った事例や不当な行為の事例（いわゆる「べからず集」）の周知・広報の徹底

「しわ寄せ」防止総合対策の概要

総合対策の４つの柱

（R3.9）

しわ寄せ防止
特設サイト

「しわ寄せ」防止特設サイト

資料、ロゴマーク、ポスターの
ダウンロードはこちら

大企業・親事業者の
事業主の皆様へ

下請等中小事業者の
事業主の皆様へ

厚生労働省・中小企業庁・
公正取引委員会等の取組

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

大企業等と下請等中小事業者は共存共栄！
適正なコスト負担を伴わない短納期発注や
急な仕様変更などはやめましょう！

11月は「しわ寄せ」防止
キャンペーン月間です。
大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、
下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、
急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。

そ
の
発
注…

。

ど
こ
か
の
職
場
で

「
し
わ
寄
せ
」を

生
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？






